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健康経営の取り組み例

「健康宣言」から始める「健康経営®」

従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に実践すること。
※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営とは？
従業員の健診受診を推進
•就業時間中に健診受診ができるよう、医療機関と調整
•要精密検査・再検査の対象となった従業員に声掛けを実施
運動習慣の増進
•朝礼時にラジオ体操を実施
•スポーツレクリエーションを実施

生産性向上
心身ともに元気で働けること
でモチベーション、業務効率
が向上

従業員の心身の不調が減ると
ともに、企業への貢献意識や
職場の満足度が向上

企業ブランド価値の向上。
社内的・対外的イメージの向
上

健康リスクの把握により事故
を減らし、労災発生を予防

従業員の欠勤・休職・
離職率の低下 イメージアップ リスクマネジメント

「健康経営®」の第一歩として、協会けんぽ宮崎支部へ「健康宣言」を行いましょう

健康経営®がもたらすメリット

まずは、事業所が具体的にどういった健康づくりに取り組むのかを決定し、決めた内容について積極的に取り組むこ
とを社内外に宣言することから始めましょう。宣言した内容を実行して従業員とその家族の健康の保持・増進を図る
ために、協会けんぽ宮崎支部がサポートとフォローアップをしていきます。

健 康 宣 言 書

FAX送信先：全国健康保険協会宮崎支部

0985-35-5393

下記項目に取り組むことを宣言します

宮崎支部ホームページで健康宣言事業所を紹介しております。

※メールアドレスは、協会けんぽ宮崎支部からのメールマガジン配信登録（月 1 回・無料）が可能な場合にご記入
   ください。裏面の「利用規約」をご覧いただき、ご了承の上でご記入ください。登録作業は当支部で行います。

事業所名称

保険証の記号

担当者名

電話番号

事業主  役職名・氏名

①健診を 100％受診します。
40 歳以上で、 協会けんぽの生活習慣病予防健診以外を実施している場合は、
同意書にて健診データを提供します。

②健診結果を活用し、必要な対策を行います。

①食生活の改善に取り組みます。

「要精密検査」  「要治療」  の方への受診勧奨を行います。
特定保健指導該当者への特定保健指導を行います。

具体策 （        　　　）

②運動習慣の増進に取り組みます。
具体策 （        　　　）

③こころの健康に取り組みます。
具体策 （        　　　）

④禁煙や受動喫煙対策に取り組みます。
具体策 （        　　　）

⑤適正な飲酒習慣に取り組みます。
具体策 （        　　　）

（初回面談率50％以上）

選択項目

必須項目

①～⑤のうち、
  1 つ以上チェック
マークを入れ、 
具体策をご記入
ください
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ホームページへの紹介（掲載）について 、右のいずれかにチェックマークをお願いします。
同意する
同意しない

※ゴム印可

メールアドレス
※ @

普及推進協力事業者：

宣言書はこちら➡

協会けんぽ宮崎支部のサポート一覧

健康情報誌の提供
健康づくりに役立つ内容が詰まった健康
情報誌を年４回送付します。

健康測定機器の貸出
健康測定機器を無料で貸し出しています。

出前講座の実施
保健師や管理栄養士が事業所を訪問し
健康づくりに関する講座を実施します。

健康づくり
オンラインセミナーの開催
これまでのセミナー内容一例
「働く世代の睡眠改善セミナー」
「メンタルヘルス対策『ワークエンゲージ
メント』セミナー」

スポーツジムの優待サービス提供
健康づくりの習慣化を目指し、スポーツ
ジムの優待サービスを提供しています。

保健師等によるサポートの実施
社内での健康づくりについて、保健師・
管理栄養士がサポートします。

健康宣言書を提出STEP1. 取り組みスタートSTEP2.
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「かかりつけ医」「かかりつけ薬剤師・薬局」を持とう！
〇〇クリニック

〇〇総合病院

「かかりつけ医」とは、日常的な病気の診断や健康管理などができる身近な医師
のことです。

•同じ医師に継続して診てもらうことにより、病歴、体質、生活習慣病等を把握・
理解した上での治療やアドバイスが受けられます。

•詳しい検査や高度な医療が必要と判断された場合には、適切な大病院や専門
医を紹介してもらうことができるので安心です。

紹介状なしで大学病院等の大病院を受診すると、診察料に加えて7,000円以上の特別料金がかかります。

「かかりつけ医」とは

「かかりつけ薬剤師・薬局」とは、一人ひとりの服薬状況を把握し、薬の飲み合わ
せや副作用などの相談ができる薬剤師・薬局のことです。

•使用している薬の情報を把握し、薬の重複や飲み合わせのほか、薬がきいて
いるか、副作用がないかなどを継続的に確認します。
•休日や夜間など薬局の開局時間外も、電話で薬の使い方や副作用等、薬に関
する相談をすることができるので安心です。

「かかりつけ薬剤師・薬局」とは

いきなり大病院を受診すると特別料金がかかる

大病院に軽症患者が集中すると、
本来担うべき重篤な患者への対応
や救急医療などに支障が生じます。

「紹介状」があると 診察料

「紹介状」がないと 診察料
特別料金
7,000円以上
（全額自己負担）

LINE公式アカウント メールマガジンも登録募集中です！
友だち
登録募集中！ @kenpo_miyazaki
友だち登録でお得な情報をGET!

タイムリーな情報を
毎月7日頃に
配信いたします。


